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秩父大宮の都市形成と商業の変遷  

川崎俊郎・山澤  

Ⅰ はじめに  

秩父大宮1）は秩父盆地東部の荒川右岸の河岸段  

丘上に立地する。南北約2．5km，束簡約1．5kmの  

南北に長い市街地を形成している。秩父大宮は荒  

川に沿って下流の寄居から関東平野に出る交通路  

と，定峰峠や正丸峠を越えて小川・飯能に至る交  

通路が交差している。人馬交通が主であった時代  

には峠越えの交通路が利用されていた。，   

近世を通じて秩父大宮には毎月l・6の日に市  

が設けられ，妙見杜の祭礼日にはこれとは別に無  

市が開かれた。また，近件の中期，少なくとも元  

禄期以降には他国出身の商人が定着し，様々な商  

業活動に携わっていた。現在でも秩父大宮で営業  

している失尾百貨店は，近江出身の東尾家の系譜  

を引く。、   

ところで，秩父大宮が現在のように秩父盆地を  

統括する中心地になるまでには，歴史的にいくつ  

かの転機を経てきた。少なくとも近世における市  

の成立と変質，絹を中心とした商品流通の拡大と  

他国商人の参入，近代以降の生糸貿易の開始と絹  

織物に代わる秩父銘仙の登場などが歴史的な転機  

となったと考えられる2）。さらに近代以降には，  

郡役所や裁判所といった行政機関の設置，鉄道や  

セメント工場の進出などが，大きな影響を与え  

た3） 。   

本報告ではこれらの点に留意して，秩父大宮が  

どのような過程を経て，秩父盆地での中心的市街  

となったのか，中心機能の重要な一側面である商  

業機能の変遷に注目しながら，その実態について  

基礎的な考察を進めたい。  

Ⅱ 近世大宮町と商業活動  

1）近世期大宮郷の町と市  

学・河野敬一   

1∴1ざ．  近世の秩父大宮の町は本町（下町）・中町・上町  
の3町より成り，大宮郷の中核をなす集落であっ  

た4）。   

近世初頭の大宮の町を推測させる史料には，天  

正20年（1592）9月の武光名大宮妙見大菩薩御社檀  

－ヰ道立時の棟札があが）。これには大宮の「町」  

人が願主や奉行として名を連ねている。具体的に  

は飽立願主河田備前守・町太郎新井三郎左衛門  

尉・河田主臓首・材木奉行黒崎隼人佐・河田五郎  

左街門尉・河野図番助・阿佐美庄左衛門尉・作事  

奉行市河二郎右衛門尉である。新井・阿佐美（浅  

見）・市河の姓は現在でも本町に見られる。とく  

に，新井家は棟札の中に「町太郎」という「町」  

の頭役として確認できる。   

では，元禄3年（1690）の絵図6）には，これらの  

「町」人はどのようにあらわれてくるだろうか。  

当時大宮郷には17名の名主がいたが，中村の井上  

半左衛門・宮地の関根四郎左衛門を除く15名が，  

3町内に屋敷を所有していた（第1図）。そのうち，  

新井・浅見姓は天正の棟札の新井三郎左衛門尉・  

阿佐美庄左衛門尉の系譜を引く家であり，そのほ  

か，高野・高橋・原の本家筋も本町に集中してい  

た。大宮郷には名主の中から割役という大宮郷組  

合村を管轄する職が置かれていたが，その中にも  

新井家の本家筋が含まれ，世襲していた7）。   

これらの町の重立ちについて，延享2年（1745）  

に「由緒書」8）が作成されている。この「由緒書」  

には，近世初頭の大宮の町衆と考えられる「妙見  

十騎ノ士」についての記述がある。その中には天  

正の棟札の「町太郎」新井家の存在が確認でき，  

ある程度信憑性があると思われる。「妙見十騎ノ  

士」のうち，本町の新井・高野・高橋，宮地の関  

根，中村の井上，居所不詳の志田の6家は「当所  

ノ地主」であった。新井家や，高野・高橋家は剖  

役や名主を勤めた家であった。なかでも新井家は  
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元禄年間の名壱   

aほ鼠十∴郎   

b新枠八イ凋J門   

い折井ム郎東風   

d新井四川1；兵衛   

e威機敏郎ん衡門   

一成野砲鞍助   

g鹿野佐助   

h僚七郎右衛門  

1新町弥∵右衛門  

lⅢ代仰ん織門   

k新甘源威  

l新井曽兵蘭   

m松本六ん蘭門   

n 商野ヒイi衛門   

0井上ニヤん緻門   

番保2年の割役   

D新井四郎兵衛   

F 高野縫殿助   

M松本惣左衛門  

宝永6年の耕貫橘・相克摘   

●絹買橘   

■椅発摘  

‡●■：屠屋敷不詳分の摘  

（他に報買摘松阪擾塵兵衛  

がいたJ  

第1図 元禄期の秩父大宮の町  

（「元禄絵図」を原図に，同絵図轟番，松本家文番「御用日記」および宝永6年市掟より作成）  
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ほ人や に本家（本屋）の持ち分の「庭」に特定の商品を扱  

う見世が立ち，商売が行われていた。市の商人は，  

口銭を払って「庭」を借り，そこに見世を出して  

いたと推測される16）。   

では，これらの市はどのようにして開かれてい  

たのであろうか。宝永6年（1709）3月10日に，割  

役や名主である町の年寄11名が，市の絹買楕17  

名・かそ（櫓）売宿3名と町通りの長百姓13名の立  

ち合いの上で定めた市綻がある17）。その第1・  

2条には，大宮町の市の秩序が乱れていることか  

ら，「廿六日之町」より市場ごとに市立てしたい  

旨の申し出があり，市を主導してきた年寄が市を  

従来通りの秩序にすべく市掟を定めた経緯が記さ  

れている。また，第3条以下では市の具体的な差  

配について記されている。  

－一，絹市之事，朝五ツ時♂市場汁乱売買可致之乳  

尤うちこ而売買申事無用，若売買候ハ其絹定使方  

へ攻上候様二相談申付條，右之絹売手買手両横  

一，絹買之儀，ゆたん壱つこ銭五文ツ、定使方へ  

毎市宿之面々より相心得可渡之筈，相談相定候，  

弁当地せり（雅）共二絹貿二出候分ハ五文宛可出候  

一，かそ（楕）之儀ハ先年之通英市場市場二而売買  

仕候答こ相談相定申候  

補市場之覚  

朔 日  喜左衛門∂上ノ方  

六 日  喜兵衛♂上ノ方  

十一日  五郎兵衛∂上ノ方  

十六日  源蔵∂上ノ方  

廿一日  甚助∂上ノ方  

廿六日  所左衛門∂上ノ方  

絹と椿の取引について，刻限や売買方法・場所，  

口銭・違反時の科料の額などが決められているほ  

か，市場において実際に商人差配を行っていた定  

使1別の存在がうかがえる。市はこの市場割で定  

められた市日・市場で開かれた。絹の場合，絹買  

宿は百姓が織り出した絹を集荷し，その絹を絹市  

の場で絹買商人と取引した。その際には「うち」，  

町衆の会所を取り立てたと記されている。これら  

のことから，天正20年の武光名大宮の「町」は本  

町を指していたと考えられる。したがって，本町  

は新井家を町太郎とする町衆によって運営され，  

新井家をはじめする町衆から大宮郷の割役・名主  

が取り上げられたと考えられが）。   

ところで，上町に住み，割役・名主を勤めた松  

本家は天正の棟札や「由緒書」には名前がみられ  

ず，戦国期の町衆には含まれなかったと思われる  

が，遅くとも寛文10年（1670）には高野・新井家と  

並んで町の重立ちの一人として割役に任命されて  

いた10）。上町は「由緒審」では「新田」と称さ  

れており，本・中町とは起源の異なる町であると  

思われ，その町立てに関与したのが松本家である  

叶能性が高い。同家は延宝7年（1679）の酒造株改  

時に造高を79．1石とされ，酒造を行っていた。元  

禄12年（1699）時点では大宮邸内で長太夫（35．5  

石），市郎兵衛（29．65石）につぐ15．85石の道南を  

もっていた11）。松本家は家業の卸においても大  

宮町の中で有力な立場にあったと考えられる。   

ただし，上町及び中町の町立ての時期について  

は現在のところ近世初頭としか推定し得ない。   

この3町を通る街路上に寵文4年以前の天領の  

時期に，1・6の日を市日とする六斎市が立てら  
れた12】 。また，妙見社の年間3度の神事，すな  

わち，2月3日の御田植の式・8月23日の膏穀の  

神祭・11月3～6日の大祭には六斎市と別に祭市  

が立てられた13J。このうち11月の祭市は大市と  

呼ばれ，遠くは京・上方まで聞こえ，上野・下野・  

信濃・尾張・江戸などからも商人が入りこんでい  

たといわれる。また，これらの市日には，秩父盆  

地において重要な商品であった絹・横麻14）を扱  

う絹市が早朝に開かれていた。太市も絹太市とし  

て名高かった。そして，絹市の終了後に，大宮郷  

の特産である煙草・黒大豆や，糸，麻，荏，櫓の  

他，秩父盆地の外部より移入された米，水油，塩，  

肴（魚）などが取引されていた。また，柿，梨15）  

なども商品として流通していた。これらの商品の  

中には，例えば肴のように，市の営業権と考えら  

れる「庭」において商われるものがあった。市日  
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いた。「元禄絵図」にも町通りの屋敷地に母屋の  

他に長屋のような建物が散見され，また，屋敷地  

が嚢通りにまで広がり，本町東側には「塞町」が  

みられる。既に元禄期には大宮町の規模・商業の  

拡大が始まりつつあったと考えられる。   

延享3年（1746）「此度御巡見付控」によると，  

3町内には町家数160軒に対して，店借が51人も  

存在していた。このような他国商人の－一人が近江  

国日野（硯，滋賀県日野町）出身の升騒利兵衛（矢  

尾喜兵衛）である。初代宮兵衛は鷺延2年（1749）  

8月に割役松本惣左衛門の店倍となり，同家より  

酒株を借り涌けて酒造を始めた。〕その後，髄政2  

年（1790）に2代落兵衛が松本家より晒株を正式に  

譲渡され，また，後述するように，質履・商商な  

どに商華活動を拡大させていったr、   

これらの蛸倍は，毅履・祁滞商人・紺擾・酒  

屋・質慮などが同業種で結成していた仲間にも加  

わっていた。酒屋の場介，寵政8年（1796）の「酒  

造道具御改二付御見分之上御梅印泰講番上控  

帳」19）によると，忍藩代官田沼弥左衛門が郷内  

の酒屋を見分した際に，松本家店倍升屋利兵衛が  

郷中の「酒屋共」の惣代である「酒屋常番」の－一  

人として代官への賄を倹約すべき旨を通達されて  

いる。 このように店倍には諸職業の仲間の惣代を  

勤める者もおり，同薬種の本家と店借の間では権  

利・轟務に格差はみられず，橙済的には実質＿ヒ本  

家に並ぶ存在ともなり得た。   

また，店借の商いは文政10年（1827）の名主与兵  

衛親分「鹿商職人等調帳」20｝からもうかがい知  

ることができる。これは文政改革時の農間渡世調  

査の記録であり，「店借・地借」の商売として，  

売薬・種物，呉服万小商，とうふ商，八百屋，指  

物，屋根屋，木賃宿，まんじゅう商，安結，古道  

具卸商など，多様な菜種が審き上げられている。  

秩父大宮における商業活動は，他国・他所商人と  

考えられる「店借・地倍」によって支えられる側  

面があった。   

次に，他国商人の現れ始める時期の商品流通の  

動きを絹取引からみていこう。江戸の呉服問屋は，  

享保期噴から大宮町の市を通じて絹を集荷するよ  

つまり，個々の本家の屋敷内や「鹿」での商いは  

禁じられ，露天において取引が行われた。取引が  

成立した場合は口銭として「ゆたん」一つにつき  

銭5文ずつを絹買宿から定便に，また，当地のせ  

り共を介して絹を買った場合にはせり共にも5文  

ずつ渡す仕組みになっていた。   

ここで注目したいのは市場割の記事である。絹  

買楕・樽売宿は本町と中町に多く，絹・楢に関し  

ては本・中町に商業の中心があったといえる（第  

1図）。これに対して，「絹市」をはじめ大宮の市  

は町を6つの市場に割り振り，月に6日の市日ご  

とにその定められた市場に均等に商人が回って行  

く形態がとられていた。享保元年（1716）「今度御  

巡見様方御通二付三沢柑・大宮へ番人馬其外御用  

控」によると，それらの市日に因み，上町は朔日  

町と廿六日町の上弐町，中町は六日町と十六日町  

の中弐町，本町は十一一日町と廿一日町の下（本）弐  

町とも称されていた。   

このように，秩父大宮の町は，妙見社門前の本  

町では戦国期の系譜を引く新井家を町太郎とした  

町衆が，また，上町では酒造などの家業により有  

力となったと考えられる松本家が中心となってい  

た。これらの町の蕊立ちにより市場割がなされ，  

それぞれの市場において，亜立ちが任じた定使に  

より差配されながら商業取引が行われた。中でも  

秩父絹が最も重要な商品で，その取引が盛んに行  

われていた。  

2）近世中・後期の商業と商人  

一市の変質を中心【ニー   

秩父大宮の町には，元禄年間（1688”1704）より  

他国商人が参入し，定着し始めた。名主松本惣兵  

衛家の正徳元年（1711）「店宗旨手形下帳」による  

と，惣兵衛組内の店借は7名おり，そのうち4名  

が忍薄秩父領内の柑，3名はそれぞれ江戸銀町  

・勢州山田村（現，三重県伊勢市山田）・同多気柑  

（現，同県美杉村多気）出身であり，店を借り始め  

たのはいずれも元禄年間以降であった。現在，中  

町で薬局・金物店を商う片山家も伊勢商人の出  

で，元禄年間より大宮において薬種業をはじめて  
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うになった21）。絹太市の絹買方商人の売買数代  

金の書付と江戸呉服問屋の啓上に記された商人名  

を第1衷に挙げる。絹買方商人の中には，越後屋・  

白木屋・大丸屋などの江戸間屋と取引する買継商  

人が含まれていた。時代が下ると，下吉田（規，  

吉田町下吉田）において大丸屋と取引していた絹  

買継商肥土伊左衛門や他国商人の店借升屋利兵衛  

などもみられた。江戸の呉服問屋は特定の買継商  

人を通じて絹の仕入れを行い，絹買継商人は呉服  

問屋から資金の前貸をうけ，手代を使って絹を買  

第1表 近世中・後期大宮郷における絹買方商人  

留保16  ■古層‖  明和9  安永5   安永5  安永7   安永8   電政2   文化2  文化4   
（1731）  （1760）  （1772．）  ＊  （1776）  （1776）   11778）  ‖779J  ＊ （1790）  （1805）  ＊ （1807）   

平石触門  
丸塵又購郎  
発宜  別叫  
嫡子i鰍門  摘ん衡門  
塵左南門  
忠二欠郎  久保市郎兵衛  

柵原  
lI．I】㍊一川机榛膵  

ノブ成  l於∴欠郎斥勧■〃l  万 民 術  

舟イ√軌門  大森竹イ溝J門  人廃藩＝1砲門  

牲＿l二惣症衛  

申勘  lγり里閂摘  

藤イ＝執㌣  

人」lノや閤†わ  

什上浦イー摘門  

り‡L  
卑即  付椚膵  
人用卜圧穐  

滞イi軌門  
惣イ．＝和門  

櫓イr衝門   

良治  
l‡珊  

伊11軌門  
汀〉  越後博  
越後悼  今井鬼石衛門  

中  t於．凍帥兵術ノバ  

六ム触門  六イi衛門  

沌げ】l 

仰／L動l川1  【於．‘次郎武一術ノバ  

高野八郎兵術  
申町  

醇ヒ  
中剛  

凝集衛  
1・町  

友四郎  

l叶昭夫尾1  

‖叶†ll  B野田  
藤兵衛  

利兵衛  
【軋判兵術ガ】  

宮崎健右衛門  
■由地  【於．打鋸軋‖  

勘右南門  

接見惣兵衛 浅見甚耗  
L町  

半兵衛  
揮磯風  

l  

塵  
丈七   

頗藤忠有価門  
宮前左治郎  

新井四郎兵衛  
浦島庄右衛門  

憲右衝門  

古田  
肥土伊友和門  
l於．利兵衛方1  

源田七右緻門  
小池吉左衛門  
山口新右衛門   

（松本家文番「御用日記」・三井文庫稲ー三井革薬史」本籍l・林玲子『江戸間屠仲間の研兜jより作成）  
注）＊：江戸・京都呉服屋問屋仲間番上による鯛買継商人 ¶：当該史料上に確認できる商人  二当該史料上に確認できない商人  

－107－   



い集め，それを飛脚などを用いて送り出していた。  

絹を買い集める際にも，宝暦5年（1755）の記録に  

よると代金の支払い方法について，「絹札」によ  

る借用取引がなされるようになっていた。これは  

「其市日市日二男申候札，其市限二札持参仕，代  

金受取申」すものであり，絹市における取引が江  

戸呉服問屋との関係の成立により活発化したこと  

の現われである。また，江戸以外にも，京都・伊  

豆・上野国高崎などの問屋との取引も行われてい  

た。   

絹取引の活発化は市の態様をも変化させた22）。  

絹太市を見てみると，それまで11月3・4両日に  

限られていた市日が，宝暦13年（1763）に6日，さ  

らに翌々年に5日が加えられ計4日間とされてお  

り，これまでの市日ではさばききれないほどに絹  

買宿の商業取引魔が増加してきたことをうかがわ  

せる。しかし，寵政年間（1789～1801）以降にな  

ると，絹市を通さない鯛取引が増加したことなど  

が起因して太市における絹買高が減少傾向に移っ  

ていった23）。   

絹市以外の市についても変化が現れ始めた。八  

右衡門は，名主高野縫右衛門の持分の「庭」にお  

いて，本町廿一日の市で肴見世を商っていたが，  

安永9年（1780）から割役高野四郎左衛門の「庭」  

において商うようになってしまい，縫右衛門は翌  

年割役松本家へ訴え出た。この訴えでは，「庭」  

の営業権が意味を失い，市の見世が商人の意志次  

第で移動していく現状が問題にされている。   

また，寛政8年（1796）の触の一条に，その当時  

の市場の活況を窺わせる文言がある24）。  

一，市場之町内，平日ハ内見世・外見世と二並之  

外商人堅指置申開敷候，尤物前市格別繁昌之せつ  

は往来差障りに不相成候様中見世も立可申候  

これによれば，市場では通常，屋敷内の「内見世」  

と「庭」の「外見世」の2列から成っていたが，  

それでも足りなくて「中見世」を置かなければな  

らず，しかも，通行が出来ぬほどに商人が参集し  

ていたのである。   

このように，従来の枠を越える動きは，決して  

絹取引だけに留まらず，その他の商品の取引にも  

及ぶものであった。宝暦・天明期以降，大宮の市  

において，商人は自らの意志で商いの場を選びは  

じめ，それまでの市場の秩序を消滅させつつあっ  

た。   

その一方で，市に集散する商人の中に新しい動  

きがおこってきた。それは香具師（香具商人）の活  

動である。秩父盆地には，遅くとも化政期までに  

香具師が広汎に存在していた。秩父盆地の香具師  

は，香具＝薬とは関係の薄い，特産の梨子・柿・  

青物・土物などの農間渡世の対象に近い品々を  

扱っていた。それらを商う香具師は4～6ヶ所の  

帳元が地域毎に支配する仲間を形作っていた。大  

宮郷は帳元の一つであったが，秩父盆地における  

香具師仲間の約半数が集中しており，香具師仲間  

支配の上でも他の帳元の村々よりも抜きん出てい  

た25j。   

香具師仲間は文化12年（1815）3月13日に「掟」  

を定めている。その中で祭市の見世割について「某  

所之行事・世話人汀立渡り指図を請，尚又仲間相  

談を以見世割可致事」26）としている′酎二注目し  

たい。香具師は市場における商紫の場を自ら守ろ  

うとする動きを示し，実質的に市の見世割を行う  

ようになったのである。天保2年（1831）9月7日  

には割役により香具師仲間の親方たる帳元が近世  

前期の定便に代わり「市日付」に任命された。  

－，市場之儀も前々度々被仰出も有之候処，尚又  

此節大二猥りこ相成候様二付，香典商人帳元と申  

当郷下町寅吉・丑之助其外仙一両人有之候閉，諸所  

祭市場ぎl・罷出候而も見世割等いたし，且毎年仲間会  

合有之，不作法之もの有之候得者已後之儀取締い  

たし候由二付，右之者共汀市場差配を申付候ハ、急  

度行義も走り 町申哉之旨申談候処，山一一同吋黙相談  

有之候，尤是も先ツ御陣屋へ内々申上御美園を壕，  

尚又追而申談候筈之事  

「市目付」の差配は，弘化3年（1846）12月に，「市  

日付」の寅吉と丑之助の両名が店借と名乗りなが  
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ら市日にしかやってこない商人の取締りについて  

名主たちに何いを立てていることから，祭市だけ  

ではなく，六斎市にも及んだと考えられる。割役  

は市に来る香具師仲間が市場の差配を行う新しい  

秩序を公認したのである。   

しかし，慶応元年（1865）5月には，それまでの  

文政7年（1824）・天保5年（1834）の取締りにもか  

かわらず，「近頃私共町内（＝上町）定日市立自然  

相滅し，一統外以衰微罷成難儀次第」となったこ  

とを上町の惣代が訴え，「三町共甲乙なく市立相  

成候様」仰せ付けられたく願い出ている。それは  

市商人が本・中町に吸引されることにより，上町  

に入るべき口銭などの収益が他町に流れていくこ  

とを姐上に挙げたことに外ならない。商人は上町  

の定日市の日にも本・中町に市を立てて商うよう  

になり，既に市は町毎に均等に開かれなくなって  

いた。   

このように，大宮町には元禄年間以降に他国商  

人が参入し，絹をはじめ酒造など様々な商業を行  

い，定着した。その背景には江戸呉服問屋が大宮  

町の絹市を仕入れの場としたことが挙げられ，絹  

買継商が成立した。宝暦・天明期には取引に「絹  

札」を用いたり，絹大市の市日を倍増したりする  

など買継が∬一一層摘発化していった。その一方で，  

宝永年問に割役・名主により市掟に表現された秩  

序は消滅し，市場に偏りが生じた。また，商業の  

内容も多様化し，同業種の仲間が結ばれるなど，  

専門化が進んだ。化政期に入ると，香具師仲間が  

市の見世割を行うという商人自身による主体的な  

新しい秩序が確立されていった。町の重立ちは，  

天保期に，従来の市掟では規制しきれない商人の  

動きを掌握するためにその秩序を承認しなければ  

ならなかった。  

Ⅱ 近代以降の商業活動の変化と市街地の拡大  

1）明治前期の秩父大宮の商業構成   

安政5年（1858）に横浜が開港場となり，生糸・  

蚕種が有力な輸出品となると，秩父大宮でも生糸  

取引を行う糸繭買仲間が文久2年（1862）に成立  

し，新たに糸市が組織された。その一方で，生糸  

の多くが輸出に回ったことから，絹織物の生産が  

停滞し，絹市での商取引が衰退することになった。  

慶応3年（1867）の大宮郷惣代の提出した霜月大祭  

に関する報告の中では「（前略）生糸は開湊巳釆別  

段之儀に而売買繁昌致候所，却而市立衰微に而平  

常之市日と相変り候儀無之，諸方商売も損失いた  

し立帰候次第，金銀融通も不宜，土地潤助も無之，  

三町初一郷衰弊の姿に成り」27）とある。幕末開  

港以降の絹市の衰退は，秩父大官の商業活動に大  

きな影響を与えた。   

明治初期の大宮郷の商工業者を明治3年（1870）  

の戸籍表をもとに推計した（第2表）28）。この衷  

に含まれている商二I二業者は，大宮郷全体を範囲と  

して集計されており，これまでとりあげてきた，  

秩父大宮の市街地，とくに本町・中町・上町の範  

囲以外の商二Ⅰ二葉者も含まれている可能性が高い。  

また，商二1二業者の抜粋であるため，町場に土地や  

屋敷をもち，店舗などを他の商人に貸していた町  

人も，自身が何らかの商工業に従事していない場  

合には，この表には含まれていないと考えられる。  

ただし，戸籍表に挙げられている商工業者のかな  

第2表 明治3年の秩父大宮の商業構成  

発f・繭（13）骨・魚繭（InJ荒物繭（9）  
穀物酢8）古鉄掛7） 果物商（7）  
研洒掛5）指物商（3） 豆礪商（3）  
佃作商（3）燕種商（3） 諸種物繭（2）  
′ト桶（2） 乾物商    油繭   

異称5） 壁塗（4I  飾職f4）  
鍛冶罷（3）建具師（2） 笠職（2）  
石⊥    楠工  砥師  
下駄工   程師摩    夜具仕立  
入歯俄   漁師  櫛職  

食品・衣料・雑貨  

職    人  

髪結（8） 旅絶（6）  茶掛3）  
医菜（3） 港屡  貸本  
昏風面   水車  際物商  

サ ー ビ ス  

醸 造 業   

質屋・古着  

酒遺（5）  鰭油製遥  

頃優（7）  古着15）  

運 輸 関 係  荷物絶立  馬喰    馬商  

楢・雄琴なと  樽繭（3I  濁鵡繭‘2）棲拳商（2） 材木渡世  

網 漁 物   

染料商など  

絹商（9）  絹糸商＝＝ 太恥商  

染物商，鮒犀（7）  

生糸・繭・真横  糸繭商（17）   菜種商（3）糸商（2）  

憫治3年大官郷戸緒台帳より作成：「秩父市臥】所収）  

注卜括弧内は人数を示す。またそれぞれの菜種の人数は延べ人数であ畑．商工業  

昔の総数とは一致しない。  
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者などが利用した。三二三峰山への参詣者などが秩父  

大宮に宿泊したことは，単に旅館業だけではなく，  

遊興・サービス業の需要も相当存在していたこと  

を推測させる30）。   

秩父盆地からの特産品を扱った商人としては柏  

商がいた。相は秩父盆地からおもに定峰峠を越え  

て，小川へ移旧された。また，秩父盆地の主要な  

産物であった薪炭や材木を扱う商人は材木渡世の  

1名が確認できるだけである。しかし，秩父大宮  

の周囲には近世以来，薪炭，とくに炭の生産を行  

う柑が多く31） ，先に述べた商商の多くが，薪炭  

や木．－L二品などを扱い．薪炭も秩父大宮で取引され  

る濃紫な産物の岬・几－・つであったと推測できる。   

明治3年の時点で，絹織物を耽り扱っていた商  

人は9名，綿糸を扱っていた商人は4名で，その  

ほとんどが近世の時点で相関継商人として活動し  

ていた。相関継瀾は，文化・文政別の時．互で，秩  

父盆地で生塵されていた絹織物を貰い範めるだけ  

ではなく，審屠や児玉の紺市において鞘の買イJ‘を  

行い，これを江戸の具服商へ販売するまでになっ  

ていた32J 。しかし，明治2年（1869）に綿貫継商  

の1人，福島七兵衛が質屋に虹饗したことにみら  

れるように，明治初年の種市の衰退は，絹買継商  

に動揺を与えた。   

また，絹織物に関連した薬種としては，鮒髄や  

染物商が7名いた。天保期には機元・織元などが  

視れ，絹織物を専門に生産する機屋が秩父盆地の  

各地に成立しつつあった。製品も秩父綿と呼ばれ  

た無地の白絹の他に柄物の縞・餅なども生産され  

ていた33）。紺屋や染物商などは，こうした絹織  

物生産の多様化に対応して成立した業種であっ  

た。   

以上のような業種のほとんどは，近世後期には  

すでに成立しており，秩父大宮の都市形成が近世  

中・後期から進んでいたことを改めて確認させ  

る。   

－一方，幕末開港以降，輸出品として急速に商品  

価値を高めた生糸や繭を取り扱う商人も，秩父大  

宮における重要な存在であった。生糸・蚕種を  

扱った商人では，明治3年の時点で，糸繭商が17  

りの部分が，明治後期の商工業者と一致すること  

から，ここでは大宮郷の商工業者をもって，明治  

初年の秩父大宮の商工業者を代表させた。   

明治3年の時点で，大宮郷の商工業者の数は  

279名で，その職種は80種であった。これを，明  

治12年（1879）の小鹿野町と比較してみると，小鹿  

野町は商工業者数が190名，職種は26種であり，  

秩父大宮を中心とした大宮郷が人数，職種の多さ  

の面で上回っていた。とくに職種が多様であった  

ことは，秩父大宮の都市的発達が著しかったこと  

を示していると考えてよかろう。また，この279  

名の商工業者のうち，115名が店舗を借りていた  

「他所為稼来任」着であり，商二王紫者の約41％は，  

他国・他所出身者から成っていた29）。この「他  

所為稼来任」者のなかには，その出身地が明記さ  

れているものは少ないが，近江懐から5名，越後  

固から4名など，失尾家のような他国商人が17名  

含まれていた。   

業種別にみると，食料品や雑貨類など，さまぎ  

まな消費財を扱う商人が多く，萬諸商の16名を般  

多として，総計112名，20種を数えた。けl間内陸  

に位置する秩父盆地では，米穀や塩・肴・乾物な  

どは東要な移人品であり，これらを取り放った商  

諸商をはじめ，肴・魚商（10名），穀物商（8名），  

乾物商（1名）などは秩父大宮だけではなく，その  

後背地である秩父盆地内の柑々をも商巨馴二含んで  

いた。菓子商（13名），桝酒売（5名）や茶商（4名）  

など時好品を扱う商人や，豆腐商（3名）や佃作腐  

（3名）など食品加工を行う商人がいたことは，秩  

父大宮において職人や貸労働者などの都市生活者  

が多く，消費生活が多様であったことを現してい  

る。   

大工や壁塗，笠職人や柄職人などの職人は21業  

種，44名であり，秩父大宮の市街地人口の－一部を  

形成していた。また茶屋，酒食商といった飲食業  

者や旅龍，髪結の他，湯屋・接服（腹）・貸本など  

娯楽を提供する様々なサービス業者も，秩父大宮  

の都市規模の大きさをうかがわせる。例えば，旅  

籠の多くは，各地から秩父大宮の絹市などに集  

まってきた商人が利用したほか，三峰山への参詣  
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越えて，現在の都幾川村西平までの区間に，馬車  

交通が可能な新道を開削するよう埼玉県に建白し  

た。同じく絹買継商であった近藤善吉も質屋を経  

営し，明治19年（1886）には郵便馬車事業に参加し  

た。また，この2名と同じく絹買継商であった柿  

原竹三郎は，明治20年（1887）に輸出向けの生糸や  

羽二重を扱う秩父物産会杜に参画した。この会社  

は羽二真の生産を行う磯部・生糸部・銀行部の3  

部門での経営が行われた。秩父物産会杜を設立し  

たのは，質屋を経営していた宮前藤十郎であった  

が，社長を柵原竹三郎が，羽二重の生産を福島七  

兵衛が，生糸生産を宮前藤十郎が，銀行部を近藤  

善吉が，それぞれ担当した。こうした動きは，絹  

買継商が， 生糸や羽二薮などの輸出向け商品に対  

して，積極的に関与したことを示している。福島  

七兵衛の道路改良に対する姿勢や陸運業への参入  

も，秩父大宮からの商品出荷を拡大しようとする  

動きの一一・環として捉えることができる。ただ，秩  

父物産会社はその後，生糸や羽二重の生産を拡大  

名，蚕種商が3名，糸商が2名，それぞれ確認で  

きる。糸繭商が1業種としては，秩父大宮の中で  

最多数であったことは，生糸価格の高騰を背景と  

して新規参入者が多くいたことを推測させる。ま  

た，蚕種商人は明治初年から明治10年代にかけて  

輸抑軸ナの蚕種を抜い，これを横浜の貿易商に出  

荷する貿易代理業者も現れた。   

同時に，明治前期，絹市の衰退にともなって，  

近世からの系譜を引く秩父大宮の絹買継商は，  

様々な対応をみせた。第3表は明治3年の時点で  

絹買継に関わっていたと判断される商人が，その  

後どのように対応していったのかを示したもので  

ある。その内訳は，買継商から転業した者が3名，  

買継商を続けた者は4名，商業活動から退いた者  

が12名であった。   

先に述べた福島七兵衛は，質屋に転業した後，  

内国通運会社の取引所を経営し，運輸業に進出し  

た。福島七兵衛は交通路の改革にも積極的であっ  

て，明治14年（1881）には，秩父大宮から大野峠を  

第3表 明治初年の絹買継繭の動向  

明治初年の絹買継商  明治20年代～30年代の菜種  

久保庄右衛門  絹・蚕棟 →  

拭見宗兵衛  絹糸商  →  

央尾利兵衛  萬商  →  商商・銘仙買継南  

川北港兵衛  繭商  →  

大森啓右衛門  絹商  →  銘仙買継南  

井上藤右衛門  絹商  →  

福島七兵衛  絹・質  → 質・秩父物産会社・内国通運会社  

川田七兵衛  糸・絹商 →  銘仙買継商  

柿原長三郎  萬商  →  銘仙買掛商  

柵原竹三郎  絹商  →   秩父物産会杜・秩父鉄道  

近藤善吉  絹・質  →  質・郵便馬車・秩父物産会杜  

吉川吉左衛門   絹糸商  →  

大森与兵衛   絹布・糸繭 →  

高野芳三郎  絹商  →  

小庵原冶右衛門  絹商  →  

松本政太郎   絹糸・太線 →  

井上平吉  絹商  →  

浅見伊八  絹糸商  →  

内田長三郎  絹繭商  →  

大森喜右衛門分家  

（明治3年大宮郷戸籍帳，明治35年埼玉県営業便覧，『秩父市誌』より作成）  

注）－は資料に記載なしを，また＊は近世において絹買継であった商家，●は割役であった家を示す。  
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（以下織物組合と略す）。織物組合の組織を主導し  

たのは，秩父縞・秩父銘仙の買継商であったが，  

秩父銘仙が玉繭糸や慰斗糸を原料とし，柄物とし  

て生産されたため，構成員は買継商だけではなく，  

織物商兼原料商・染色業者・染料商・織物製造業  

者が含まれていた。   

明治30年代には秩父大宮は銘仙取引の中心地と  

して機能するようになった。明治35年（1902）の埼  

玉県営業便覧には，秩父大宮の上町から宮側町ま  

での商家が詳細に記載されている。営業便覧に記  

載されている範囲は，宮側町・本町・中町・上町  

の4町と中町・本町の横町にあたる東横町や天王  

通である。このうち，第2園では本町・中町・上  

町の範囲を示した。ただし，上町は大宮裁判所（規，  

浦和地方裁判所秩父支部）までの範脚で，上町の  

すべての範囲を示しているわけではない。   

埼玉県営業便覧によれば，明治35年の秩父大宮  

市街は次のような商家によって構成されていた。  

まず秩父絹に代わった秩父縞・秩父銘仙を抜った  

買継商や織物商は全部で12軒を数えたが，このう  

ち10軒は本町に集まっており，買継南地区を形成  

していた。煙草や薪炭といった秩父盆地の産物を  

扱う商家も本町・中町に集中していたn具服や太  

物といった衣料品や荒物・小間物などのLヨ用品を  

扱う店は中町に多く，米穀商や乾物商も似たよう  

な傾向にあった。米穀商の多くは薪炭商や煙草商，  

乾物商や荒物商など複数の菜種を兼ねている例が  

多かった。   

また時計・洋服や洋品といった比較的高価な商  

品を扱う商家や，書籍商などは本町に集まってい  

た。本町には川越第八十五銀行秩父支店をはじめ，  

秩父銀行，西武商工銀行があり，郵便局もあった。  

銀行や郵便局は束京をはじめとする遠隔地との商  

取引の際，手形決済のために積極的に利用された。  

とくに秩父銀行と西武商工銀行は，それぞれ有力  

な銘仙買継商であった大森寮右衛門と柿擬万歳が  

中心となって設立した銀行であり，明治後期の秩  

父大宮における金融業を銘仙買継商がリードして  

いたことがわかる。   

これに対して，裁判所・郡役所・驚察署といっ  

させることはなかった。秩父大宮全体でみても輸  

出向け生糸は主力商品から外れ，むしろ銘仙用の  

玉繭糸・緊斗糸が多く扱われるようになった。   

これとは別に，買継商として活動を続けていた  

のは，大森喜右衛門・柿原万歳・失尾利兵衛・川  

田七兵衛の4名であった。これらの買継商は比較  

的資金力があり，東尾家のように酒造や質屋など  

いくつかの経営部門を組み合わせていた有力な商  

家であった34）。また，大森・央尾の買継商は明  

治初年から東京に支店を設置し，積極的に絹織  

物・銘仙を販売していた。しかし，こうした絹買  

継商のほかは，明治30年頃までには淘汰され，秩  

父大宮での商業活動には関わらなくなっていた。   

明治初年の時点で秩父大宮は様々な商工業者が  

集任し，すでに都市的性格を十分に有していた。  

同時に幕末以降の経済変動の影響は，秩父大宮の  

商菜構成にも影響していた。なかでも糸繭商や蚕  

種商の出現はそれを端的に現している。また幕末  

からの絹市の衰退によって，絹買継商の多くが商  

業活動を退いたり，転業した。明治初年から明治  

20年代までは時期は，秩父大宮の商業にとって大  

きな変動期であった。  

2）明治後期～大正期の織物業の発達と市街の  

拡大   

秩父大宮では，近世後期にはすでに柄物の太織  

も〟部絹市で取引されていたことから，柄物の生  

産量はすでにある程度の水準にあったと考えられ  

る。この柄物の生産と取引が秩父銘仙35）の素地  

を形成したといえる。明治20年頃から，秩父縞・  

秩父銘仙が，秩父絹に代わって秩父大宮での主力  

商品になるにしたがって，従来の絹買継商は淘汰  

され，一部の買継商だけが銘仙買継商として残っ  

た。また，明治以降秩父銘仙を取り扱った織物商  

は，それまでの買継商とは異なる系譜の商人であ  

り，一方で銘仙の原料となる玉糸・尉斗糸を扱う  

原料商を兼ねることが多かった。   

こうした買継商・織物商を中心として，秩父織  

物組合が明治28年（1895）に結成され，さらに，明  

治33年（1900）に秩父織物同業者組合に改組された  
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た行政機関が集中していたのは上町であった。旅  

館・旅人宿などの宿泊施設も上町に多かった。上  

町の中ほどにある改伸舎馬車発着所からは，当時，  

金崎（規，皆野町金崎）まで開通していた上武鉄道  

（現，秩父鉄道）金崎駅までの乗合馬車が運行され  

た。また，秩父大宮の蚕種商人10軒のうち，7軒  

が上町に集まっていた。営業便覧には記載がない  

が，上町には機屋が多く，明治後期から大正期に  

かけて秩父銘仙が全国市場に流通するようになる  

と，機屋の中には，高槻などを備えた工場で秩父  

銘仙の生産を行うようになる者も現れが6）。ま  

た工場が大型化するにつれて，従業員用の長屋等  

が設けられ，これが市街地の拡大をもたらした。   

明治後期の秩父大宮は，中町・本町を中心に秩  

父縞・銘仙を扱う買継商や米穀・薪炭商などが集  

中し，銀行や郵便局も含めて商業活動の中心で  

あったのに対して，上町は旅館業や陸運業者が多  

く，郡役所・暫察署といった行政機関が集まり，  

市街の機能分化がみられた。   

大正3年（1914）に上武鉄道が秩父まで開通した  

ことは市街地の拡大を促した。この結果，宮側町  

から北側にも市街地が拡大し，ほぼ現在の秩父市  

中心街に相当する市街が形成されが7）。大正12  

年（1923）には秩父セメントが進出し，武甲山の石  

灰岩を利用してセメント生産を始め3鋸，市街地  

がさらに拡大した。  

Ⅳ 秩父大宮における他国商人の経営展開  

一矢尾家を事例として－  

1）明治前期までの矢属家の経営   

近世中・後期以降，秩父大宮の商業活動を推進  

した一つの要因として，失尾家に代表される他国  

商人の参入が考えられる。以下に失尾家の秩父大  

宮における商業活動の特徴を述べることにする。   

央尾家は寛延2年（1749）に野上（現，長瀞町）の  

日野屋太郎左衛門から「暖簾分け」をしてもらい，  

秩父大官に酒造店を開いた。失尾家は，他の近江  

商人と同様に，店の経営に関しては現地の支配人  

に任せ，主人は年に1回，近江より秩父を訪れ，  

西武商⊥銀行  
◇  

物  

合  

●● ＊染料商  

◎蚕棟商  

○懐単l顛  

●米穀薪炭商  

◇敢ナ商・和掬・酒類販売  

・果物商・豆腐滴・肉商  

・抽商  

◆小間物商・洋服商  

・和服腐・洋品商  

・足袋商・呉服太物商   

同業組  秩父織  ◆  

申金物商・荒物商   

・潮目物商・魔英蘭  

‥．・El用雑鰊商  

啓察著郡役所★番終・愚針時計商 ⑳  

Y重機商   

K鍛冶・農具製造・下駄工  
芯・  上  

・提灯製造・印刷業  

H旅館  

R料理店  

8理髪屋  

叫医者  
①郵便局  

②川越第八十五銀行秩父支店  

M  

改進舎  

馬車発着所  

●■  

第2図 明治35年の秩父大宮中心市街  

（埼玉県営幕僚覧および聞き取りにより作成）  
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経営の監督，帳簿の監査などを行っが9）。また，  

奉公人は近江国，とくに同郷である蒲生郡と隣接  

する神崎郡・犬上郡からの出身者が多かった。た  

だし，酒造に関しては越後の杜氏を雇ったほか，  

秩父盆地をはじめ関東各地から奉公人を雇庸した  

こともあった。天保6年（1834）の奉公人は近日二国  

出身者が16名，越後から1名で，このほかは下吉  

田・上野上・下影森といった秩父盆地の中や，寄  

居・本庄などから6名，そして下野固から1名の  

合計24名であった40）。   

矢尾家は，酒造だけでなく寓商・質屋など様々  

な部門に商業活動を拡大していった。寛延2年の  

創業当時，すでに酒の他に穀類・塩・茶・煙草・  

そうめん・鰹節・水油・びん付抽・いわう（硫黄  

か）・炭・俵・半紙・広紙・笠・雪駄などが扱わ  

れていた。また質屋も安永8年（1779）には「質物  

高改帳」がみられ，失尾家の主要な軽骨部門の一  

つになっていた。   

同時に失尾家は，宝暦8年（1758）に同じ秩父大  

宮に酒の卸・小売り店を出したのを最初に，各地  

に支店を出店していった。支店が盛んに設けられ  

たのは文政期から明治初年までであり，親族分家  

を含めて19軒の支店が設けられた（第3図）。支店  

の多くは小川や飯能から川越・志木，さらには江  

戸に至るルート上に分布しており，秩父大宮が小  

川・飯能・川越などとつながりが強かったことを  

示している。   

分家は米穀・薪炭の取引や呉服・太物を扱うこ  

とが多かったが，支店の多くは酒造を中心として  

いた。酒造を行う場合，各地で酒造株と酒造蔵を  

借り受けた41）。分家は資本面で矢尾家から独立  

していたが，そのほかの支店は失権家から饗金の  

融通をうけ，失尾家から派過された支配人が経常  

を担当していた。東尾家は各支脚二酒造株の情人  

金や酒蔵の賃貸料を出資したほか，毎年の酒造に  

必要な資金の出資も行っていた。このうち，毎年  

の酒造資金については，決算額に近い性格を持つ  

「押切勘定帳」を各支店から提出させ，資金の回  

収を行った。支店の中には他の商人と出資金を分  

担する「乗合」店もあったが，いずれの場合も失  

尾家がかなりの資金を出資していた。   

失尾家が文政期以降，支店を出店した背既には，  

開設年次   開銀年次  

1．宝暦8年r1758）不明  

2，宝層10年（1760）不明  

3．寛政8年（1796）文化4年  

4．文化4年（ほ07）明治18年  

5．文化8年（1811）明治20年代  

6．文政10年（1827J明治20年代  

7，文政‖年（18彷）明治25年  

8．文政13年（ほ30）明治20年代  

9．天保3年（1832）明治21年   

10．天保7年（1836）明治20年代   

1l．天保12年（1841）明治20年代   

12．安政6年（柑59）不明  

巨3・万削年（1860）昭糾0年代  

＼！竺・万延1年（1860）竺亨苧20竺？  

所在地  

秩父郡大宮櫛  

比企都小川町  

秩父都大宮村  

人関都飯能  

高麗郡植木  

人間郡照預  

入間郡小ヶ谷  

秩父郡上田野  

秩父郡大宮郷  

足立郡川田谷  

大里郡凋ノ森  

緑野郡神田  

秩父郡大宮榔  

人間郡笠幡   

常葉内容  

酒卸りJ、発  

酒遜・小間物  

酒遇店  

太物・荒物  

洒遺構  

蘭遺構  

酒造店  

酒造店  

酒適店  

酒造店  

酒造店  

酒造・太物・鼠物  

酒造店  

⊃
 
 

◎■ 一 、・へ   
1l  

＼  「
1
．
＼
、
 
 

行田（忍）  

●ヽ■－－■－   

＼   

＼★東尾本店   

＼ ▲分家  
15．文久4年（1鮎4）明治20年代 棟沢郡深谷  酒適店、  

軋 陳応1年（1865）昭和ZO年  東京通油町 （織物晩発）  

17．明治13年〈1880）現存  秩父都督野  呉服・太物・荒物  

18． 年不評  不明  人間郡坂戸  

19．  年不詳   イこ明  新座郡志木  

江戸◎●値  ・支店  

仁二L＝空km 
＼  

ヽ  

第3図 近世～近代初期における東尾家の分家・支店  

（『温故集録』より作成）  

－114－   



酒造だけでなく質・絹買継・見世42）の複数の部  

門の経営を行い，秩父盆地を拠点として，江戸方  

面への商権の拡大を志向していたものと考えられ  

る。第4表は文政13年（1830）の矢尾家の勘定を部  

門別に示したものである。仕入額の面では見世，  

すなわち米穀や小間物，荒物といったさまざまな  

生活必需品の額が大きく，つぎに綿の仕入額が大  

きい。一方，収益額を比較すると酒造の335満と  

質利の156両が大きく，見牡や絹買継は仕入額に  

比較して利潤は少ない43）。さらに質による利益  

は利息分の54両と質流れ分の69両が挙げられ，直  

接は合計できないが，古手からの利益も質と関連  

していると考えられるので，質を通じての利潤は，  

およそ319何ほどになる。少なくとも文政期から  

天保期にかけては，酒造と質屋の経常は利益率が  

高く，矢尾家の資本茜桟を進めたものと考えられ，  

これが，この時期の支店展開を支えていた。  

第4表 文政13年における失尾家の主要勘定  

明治初期には，失尾家は絹買継に関しては，生  

絹だけでなく，さまざまな柄物も扱うようになっ  

た。明治4年（1871）における失尾家の絹買継の内  

訳ををみると，生絹・生太織・太織縞・横麻・染  

出しが扱われていたが，染出しが219疋（482両）で，  

取扱量の約70ヲ‘を占めていた。逆に秩父絹と呼ば  

れた生絹は74疋（32両1分1宋）で，全体の23％程し  

か扱われていない。これは秩父大官で取引されて  

いた絹が，すでに生絹から柄物の絹に推移しつつ  

あったことを示している。   

矢尾家は幕末開港以降にも支店を拡大したが，  

明治13年（1880）の皆野支店の設置を最後に支店の  

展開を行わなくなった。そして，明治20年代前半  

を中心に各地の支店を整理した（第3図参照）。こ  

の結果，矢尾家の支店は皆野支店と束京支店だけ  

が残った。このうち皆野支店は，酒造店ではなく，  

見世を中心とした新しい形態の支店であった。ま  

た東京支店は明治前期，秩父絹や秩父銘仙を東京  

に売り込む業務を担当した。   

支店の整理が行われた明治20年代の失尾家の経  

常を示すものとして，明治22年（1889）の央尾家の  

店卸帳から作成したのが第5表である。依然とし  

て仕入額の面では見世が大きく，酒造仕込金がこ  

れに次いでいる。質は質物と流質物に分けられる  

が，合わせると酒造仕込額を越え10，089円65掛こ  

なる。仕入額ではこの3部門が大きく，醤油醸造・  

古手の部門はこれらに比べると小額であり，米・  

絹は勘定が計上されていない。収益を比較すると，  

部 門   仕人れ金額（両） 収 益（両）   

見世   4，465  96   

絹   2，569  52   

LIf手   l，397  40   

酒   814  335   

質（質利）   156   

（利息）   54   

（流質）   69   

（『温故集録』より作成）  

第5表 明治22年における失尾家の主要勘定  

利   益  部門  仕入金額  

（利息）・129円76銭（質利）  

（流質利）  

（見世利）  

（酒利）  

（醤油利・損金）  

（古手利）  

189円07銭   

260円16銭  

1，293円26銭   

664円84銭  

△43円29銭   

57円03銭  

質物部  質物  6，924円91銭  

流質物 3，164円74銭  

34，452円46銭  

9，611円71銭  

242円08銭  

246円83銭  

見世部  

酒之部  

醤油部  

古手部  

米之部  

絹方部  

（明治22年失尾家店卸下付帳より作成）  

注）△は赤字を示す。  
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清国産の大豆・大豆粕と過燐酸を主体とした人造  

肥料を扱っていた。その後，取引する肥料元売業  

者の数は増加し，扱う肥料の種類も清国産の菜種  

粕や硫安，蠣粕などが含まれるようになった。こ  

うした肥料は桑園に利用されたものであり，秩父  

盆地における養蚕業の発展に失梅南店が呼応して  

いたことがわかる。また，化学染料などの取り扱  

いもみられ，秩父銘仙の染料も扱っていたことが  

うかがえる。   

大正期になると質屋部門の営業が縮小され，大  

正7年（1918）に廃止された。質屋部門の資本金は  

物品販売と銘仙買継に振り分けられ，矢尾商店は  

いっそう小売業に経常の主軸をおくようになっ  

た。第4図は質屋部門が廃一1Lされた大1E7年から  

大正13年（1924）までの物品販売・酒造・銘仙買継  

の各部門の仕入額と収益の推移を示したものであ  

る。仕入額の面では物品販売と秩父銘仙が大きく，  

とくに秩父銘仙の額は，大正7年下期から大正8  

年下期までは，物品販売業を上回っていた。しか  

近世期には大きな利潤をあげていた酒造・質はそ  

れほど大きくない。とくに質は利息や流質分を合  

わせても579円62銭であり，店の利潤1，293円26銭  

の半分にも及ばない。酒造も同様であり，明治20  

年代には失尾家の経営の中で酒造・質が占める地  

位が低下していたことが指摘できる。   

明治20年代に各地の支店を整理した背景には，  

幕末から明治10年代に失尾家の経営が圧迫された  

ことが挙げられる。慶応元年（1865）に米価の高騰  

などが原因で本店での酒造を休業したほか，各地  

の支店にも酒造の不振が続いた。さらに明治10年  

代になると，米価の高騰や酒税の設置により酒造  

による利潤は低下した。また絹市の衰退も影響を  

与えたと考えられる。とくに質屋部門の地位の低  

下と関連して，それまで有力な資金の融資先で  

あった絹買継商が転廃業したことも影響していた  

と考えられる。質屋に代わって銀行などの金融機  

関が整備されたことも指摘できよう。明治20年代，  

央尾家は各地の支店に投資していた資本を引き上  

げ，本店の資本強化に努めた。  

2）明治後期から大正期までの矢属商店の経営   

失尾家は明治44年（1911）にそれまでの個人経常  

の商店から合名会社に改組した。合名会社矢梅南  

店は登記上，物品販売・塩販売・売薬・肥料販  

売・秩父絹織物買継・酒類製造・金銭貸付の7部  

門からなっていたが，実際には物品販売業の中に  

塩・薬品・肥料が含まれるので，従来の見世・酒  

造・質・絹買継からなる経営形態には大きな変化  

はなかった。   

しかし，合名会社登記時の「資本金割御届」44）  

によれば，資本金20万円のうち，物品販売業が本  

店で10万円，皆野支店で4万円が計上されており，  

全体の70％と大きな比重を占めていた。物品販売  

業の中でこれまでほとんど確認できなかったもの  

に，肥料販売がある。明治44年の登記申請書類の  

控えには肥料販売業者免許を東尾喜兵衛から失尾  

商店に変更する旨が記されている。矢尾商店が取  

引を行っていた肥料元売業者は関東酸曹・多木久  

米次郎・大日本人造肥料の3業者であり，おもに  
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第4図 大正期における失尾商店の主要勘定の推移  

（失尾商店各期営業報告書より作成）  

注）△は赤字（欠損）を示す。  
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第6表 大正6年矢尾商店社員の出身地分布  し，第一次世界大戦後の反動恐慌が起きた大正9  

年（1920）には矢尾家の秩父銘仙の仕入額は大きく  

減少し，収益も同年の上期・下期を通じて赤字で  

あった。逆に，収益の面では物品販売が占める割  

合が高くなった。酒造も収益のかなりの割合を占  

めていた。銘仙部門は仕入額に対して収益が少な  

かった。秩父銘仙の収益が少なかった理由は，銘  

仙取引に対する手数料が価格の2～3％であった  

ため，相当数の製品を扱わないと十分な収益を得  

ることが困難であったからである45）。明治後期  

から，秩父大宮における銘仙買継商が失尾家や大  

森家・柿原家など数軒に限られた背景の一つに  

は，銘仙買継商に必要な資本の有撫が大きく作用  

していたと考えられる。   

人正期は秩父銘仙が好壌気を迎えた時期であ  

り，銘仙工場が秩父大宮をはじめ，各地に設立さ  

れた。秩父銘仙の多くは東京・大阪・京都・名古  

屋といった大都市のほか，北海道などにも出荷さ  

れた。製品の種類も着尺地である縞・餅のほか夜  

具地や風呂敷地などがあった。このため，秩父銘  

仙は束京や大阪などの大都市の消費動向に大きく  

左右されるようになった。央尾商店でも大正13年  

（1924）に店舗の改築を行い，現在の育貨店形式に  

近い販売方法をとるようになった。   

このように失尾家は，明治期から大正期を通じ  

て，秩父大官をめぐる商品流通の変化に対応しつ  

つ，経常の主軸となる部門を変化させてきた。同  

時に，近江商人としての特徴はあまり変化させず  

に引き継いでいた。とくに従業員に関しては，依  

然として央尾家の出身地である滋賀県蒲生郡日野  

町を中心に，滋賀県の蒲生郡・甲賀郡・神崎郡・  

犬上郡から丁稚奉公の形で募集していた。たとえ  

ば，大正6年（1917）の時点で社員として給与を受  

けていたのは50名であったが，滋賀県出身者は44  

名で，このうち蒲生郡出身者は38名，甲賀郡が3  

名，犬上郡が2名，神崎郡が1名であった。残り  

は新潟県刈羽郡が3名，同県東頚城郡が2名，地  

元の埼玉県秩父郡からは下吉田付出身が1名だけ  

であった。このうち新潟県出身者は，杜氏であり  

酒造部に関わっていた（第6表）46）。さらにこの  

出  身  地   人 数   

蒲生郡   38 （13）   

甲賀 郡   3 （1）   

滋賀県   犬上郡   2 （0）   

神崎郡   1（0）   

（小計）   44 （14）   

刈羽郡   3 （0）   

新潟県   
東頚城郡   2 （0）   

川、計）   5 （0）   

埼玉県  秩父郡   l（1）   

（合計）   50 （15）   

（大正6年東尾商店給与表より作成）  

往）括弧内は重役の人数   

なかで，蚤役得過を受けていた者は15名確認でき  

るが，13名が蒲生郡出身者，残りは甲賀郡から1  

名，秩父郡から1名であった47）。大正期になっ  

ても失尾商店の経営は滋賀県出身者だけで運営さ  

れていた。東尾商店が滋賀県出身者を中心に経営  

陣・社員を構成したのは，縁故関係から安定した  

労働力の確保が可能であったことや，同じ郷里で  

あることから商売上の機密保持，社員間の連帯性  

など，いくつかの利点があったからと考えられ  

る48）。  

Ⅴ むすびにかえて  

本報告では，近世から開かれた市の変質や，特  

産品である絹・銘仙の取引に関わった商家の変遷  

など通して，秩父大宮の都市形成と，そこに展開  

した商業活動の変容を明らかにした。また，他国  

商人の一事例として失尾家をとりあげ，秩父大宮  

の変化の質的な側面や，その要因を解明するため  

の予察を試みた。結果は次のようにまとめられる。   

秩父大宮の町の成立については，史料上の制約  

から明らかにできなかったが，秩父神社に残る棟  

札や元禄期以降の町絵図・「由緒蕃」などから，  

秩父大宮には本町を中心とした町と上町がそれぞ  

れ異なる経緯で成立し，それが近世以降，本■中・  

上の3町にまとめられた可能性が高いことがわ  

かった。近世期にはこの3町に市が開かれた。市  
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には1・6の日に開かれた六斎市と妙見社の祭礼  

時に開かれた祭市があった。六斎市は市日によっ  

て，本・中・上の3町に均等に市場割が行われた。  

市の配分を行ったのは，名主や剖役であり，彼ら  

が市の主導権を持っていた。   

近世中期を過ぎると，秩父大宮の商業活動は，  

市を中心に活発化し，従来の市の枠組み以外のと  

ころでも商取引が行われようになった。これは江  

戸や京都を中心として商品流通の機構が変化した  

ことや，近江商人などの他国商人が秩父大宮に参  

入したからである。この動きが顕著に表れたのが  

網市であった。絹取引を中心に商業活動が多様化  

するにつれて，絹商や酒屋といった同菜種ごとの  

仲間が結成され，市の主梯権も，それまでの名主・  

割授から商人に移った。近世末には秩父大宮の商  

業活動の専門化・分業化が進んでいた。   

幕末開港にともなって生糸や蚕種が輸出される  

ようになると，秩父大官でも糸市が立てられた。  

－一一方で，生糸の高騰によって周辺地区での絹織物  

の生産が衰退し，秩父大宮での取引も衰退した。  

絹市の衰退をうけて，明治初年から20年頃までに，  

秩父大宮では納買鮮繭を中心に商家層の異動が  

あった。明治20年代以降，従来の太織をもとにし  

た秩父銘仙の生産・取引が盛んになり，秩父大宮  

の商業活動を支えた。明治30年代にはいると，現  

在の中心市街地には銘仙買継商をはじめ，多種多  

様な菜種の商家が店を構えていた。さらに大正期  

以降は，銘仙工場の進出や鉄道の開通によって市  

街が拡大した。   

秩父大宮の都市形成とその変容は，商業機能の  

変遷に注目すれば，近世中期以降の絹取引を中心  

に，江戸の商人とつながりを強め，他国商人が秩  

父大宮に参集したことが大きな要因であったと考  

えられる。また，秩父大宮の商家が，明治中期に  

細から銘仙に主力商品を転換しえたことも，その  

後の秩父大宮の変容に影響を与えた。   

このような秩父大宮の変容に，近世期に多く参  

集した他国商人は，どのような影響を与えたので  

あろうか。近江商人の系譜を引く失尾家の軽骨展  

開について分析した。失尾家の経営は酒造を中心  

に質・萬商・絹買継と多岐に渡ったが，なかでも  

酒造と質は明治初期まで，央履家の経営を支えた。  

また，失尾家は近世中・後期に，秩父盆地のみな  

らず関束平野中西部や江戸に多くの支店を出して  

いった。支店の多くは，多くの近江系商店がそう  

であるように，秩父から番頗や支配人を派遣し，  

本店が総督を統括する形態をとった。このような  

支店輩出の形態は，経常不振の際に支店の整理と  

いう形で本店の軽骨を強化することが可能であ  

り，失尾家の場合も明治前期に多くの支店を整理  

していった。   

－・一般に，地方郡市における商家の支店展開は，  

分家・別家といった本家の財鹿分与を伴う場合が  

多く，経常環境の変化に対する迅速な合理的対応  

が困難で，本店の経常維持にさえ影響を与えるこ  

ともある。そしてそれが商華都市の発展を抑制す  

る大きな繋閏になる可能惟が指摘できる49）。   

そのような意味において，夫儒家に代表される  

秩父大宮の他国商人の合理的な対応は，秩父大宮  

の都市形成や近代移行期の変容に影響を与えてい  

たことが予想される。しかし，それが近江商人の  

系譜を引く失尾家の属惟に起因するものなのか，  

秩父大宮の地域性に求められるものなのかは，本  

稿では明らかにしえなかった。   

今後，他国商人の系譜を引く，現存する商家の  

経営展開を詳細に検討し，商人を妹介とした外的  

インパクトや，その動向を都市の変容と関連させ  

て意義づけていくことが，秩父大宮の変容や，そ  

の要因の一側面を解明する重要なアプローチとな  

ろう。  

付 記  

現地調査の際には秩父市立図番館副館長の千島蒔  

氏からご教示をいただくとともに，聞番館所蔵の食  

料閲覧や調査の便宜をはかっていただきました。秩  

父神社．失亀吉貨店，秩父商栄組合には，所蔵の文  

書を閲覧させていただき，たいへんお世話になりま  

した。また商店街の皆様には御多忙中でありながら  

聞き取り調査にご協力頂きました。さらに関根家文  

番の所在に閲しまして，秩父市宮側町の作美陽一－一氏  
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9）千嶋蕃は，割役名主級の町人の先祖について，経  

済的機能を認められていた郷村都市大宮の町人衆  

と推定している．干場轟（1981）：『秩父大祭一歴  

史と信仰と－』，埼玉新聞社，197～205．  

10）松本家文書，「諸用集」．  

11）秩父市立凶審館蔵，高野家文乳「酒御改日記」（元  

禄10年）．  

12）埼玉県史編賽委員会編（1988）：『新編埼玉県史  

通史編第3巻』，埼玉県，678ページ．秩父盆地内  

には大宮のほかに，本野上（2・7）・蟄川（2・7）■下  

吉田（3・8）・大野原（4・9）・上小鹿野（5・10）に六斎  

市が立てられていたが，贅川・大野原市は近世中  

期までに消滅した．  

13）「秩父祭市絹売買商人訴訟乍恐返答晋ヲ以車中上候」   

（文化5年），稲村坦元編（1929）：r埼玉叢番 第  

5巻』，1971年復刻，国啓刊行会，277－281．  

14）横麻は，絹糸を経とし麻紡糸を緯として産出した  

梓地である（埼玉新聞社編（1979）：『秩父地方史研  

究必携Ⅰ‡近世』，埼玉新聞社，188ページ）．  

15）高野家文番，「御公用控帳」（宝永6年）によると，  

秩父領の村々では梨が生産されていた．定峰村（現，  

秩父市定峰）もその｛一つであるが，同所では現在で  

はわずかに山梨が確認できる．梨は後述する香具  

師が扱う商品でもあった．秩父市立国賓館寄託，  

秩父商栄組合文膏，「郡申請商人議定之事」（安政  

3年）．  

16）この時期の史料から直接確認できないが，天明元   

年に肴商人が「庭」の営業権を無視して別の「庭」  

に見世をたてた記事の中に，肴見世を出すべき「庭」  

の権利を有する名主高野縫右衛門が旧来のように   

戻すべきとする主張があり，それを本来の「庭」   

の態様とみなした．この「庭」は，小鹿野町の市   

の「座」と同様に，営業権を意味していたと考え  

られる．小鹿野町の市の「座」については，つぎ  

の論考が挙げられる．岡村 治・川崎俊郎（1991）   

：西秩父における町形成と商業の展開一近世・近   

代の小鹿野町を事例として－，歴史地理学調査報  

告，5，1－29．  

17）前掲2）．349－352．史料引用中括弧内筆者注（以  

下同様）．  

18）定使は，本来，領家・預所の命をうけて在荘の下  

司・公文などを指揮して荘園の管理・経常にあた  

る荘官の一つであったが，近世期には蕃状伝達・  

触れ歩きのほか雑用を行う公職として，町・村に  

置かれた．大宮郷の場合，走使は割役・名主によ  

り任じられ，市の差配などを行っていた．  

19）高野家文書．  

20）前掲2），839ページ．  

21）三井文庫編（1980）：F三井事業史 本篇第1巻』，  

にご教示を頂きました。以上記して御礼申し上げま   

す。  

本稿の作成にあたって，現地調査と資料の収集・   

整理に筑波大学人文学規の渡辺真由美，奥江展久，   

山本秀和，終汀用泰乳 進藤友患，福田和昭，同人間   

学類の権田恭子の各氏のご協力を頂きました。ここ   

に深く感謝します。なお，現地調査にあたっては，   

平成5年度又剖省科学研究費一・般研究（C）『秩父地域   

における景観形成の諸特徴』（研究代表者：石井英也．   

課題番号05680121）のが一部を使用しました。  

注および参考文献  

1）秩父大宮は慣用的な呼称であり，現在の秩父市の   

【1】】心市街を指すことが多い．秩父前の中心街は北  

側から宵側町・本町・中町・上町の4つの行政地  

酎二分けられており，このうち本町・中町∵上町  

の3地区が近件の市街の絶闘とほほ－一致する．  

2）秩父市誌稲築委員会（1962）：『秩父市誌』，秩父市，   

1245ページ．  

3）筆者のひとり河野は，行政機関の配置や鉄道駅の  

開設が，近代移行期の中心地の中心性を上昇させ  

る大きな要因となることを明らかにしている．河  

野敬一（1990）：明治期以降の長野盆地における中  

心地システムの変容，地理学評論，63A，1～2臥  

4）近世の大宮郷の範問は以下の通り．上町，中町，  

本町，前柑，押堀，中村，近戸，上平，熊木，野晩  

日野田，宮地，上之台，神門，柿沢，青戸，阿保，  

大畑，永田，柳田，金蔓，桜木 なお，大宮郷は  

寛文4年以降忍滞領になり，忍藩秩父領の村々か  

らなる大宮郷組合柑の元村とされ，上町東轟に忍  

藩の陣屋が設けられていた．秩父市立図書館蔵，  

松本家文書，「御用日記」（以下，特にことわらな  

い限り該当年月日の同文書，「御用日記」による）．  

5）秩父神社所嵐該棟札については，浅見武史（1992）   

：「解説秩父神社（七）」，『杵乃杜 第7号』，秩父  

神社，3ページに詳しい．  

6）松本家文書，題欠（天保5年松本宗左衛門写）．以下，  

「元禄絵図」と略記する．  

7）割役を勤める家は享保一元文年間（1716－1741）以  

降，新井・高野・松本・久保の四家が世襲した．  

それ以前には浅見・新舟・原・高橋家も割役を勤  

めていた．  

8）秩父市立図書館所蔵稿本，関根家文書，表題欠（以   

下，「由緒番」と略記する）．なお，「妙見十騎之士」  

には，本文に挙げた6家の他に，雨宮，根岸（以上，  

武田信玄の流人），川田，市川，また，「十二役人内」  

として原・横田の姓がみえる．  
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三井文庫，432～460．ほか．  

22）主要な先行研究は当該期の市について以下のよう  

に評価している．①絹太市の取引高，絹雅商人の  

活動に見られる通り市の機能は退化していった．  

前掲2），355ページ．（む林玲子は，特産物生産地  

帯の市は集荷組織の強化されていく中で都市の問  

屋と結びつくことによって初めて存続しうるよう  

な性格のものであったとする．林玲子（1967）：『江  

戸間屡仲間の研究一幕浮体剛下の都市商業栗本  

－』，御茶の水啓房に集約．③伊藤好一は，全面的  

な商品流通の深化により地方市場が中央市場に結  

合するにあたって商品の集荷機能が整備される際  

に在方市は衰退，あるいは江戸向商品の集荷市へ  

の変質をとげるとし，大宮の市は後者の事例とし  

て検討を行っている．伊藤好一－一（1967）：『近牡在  

方市の構造』，隣人社．  

23）前掲2），361ペ…ジ．  

24）高野家文番．「御用日記」．ここでは文化7年2月  

仰付の触番より引用．  

25）①八木橋伸治（1986）：秩父郡内における近世後期  

の香具師集団，地方史研究協演会繍『内陣の生活  

と文化』，雄山間，248～278．（お八木橋伸治・堀口  

太郎（19鋸）：秩父の見世割，網野滋彦他報『日本  

民俗文化大系 第14巻』．小学館，676～678．⑨八  

木橋伸治（1989）：近世後期の香具師集団一秩父商  

栄組針埼玉県秩父市）所蔵文衝から－，常民文化，   

12，成城大学大学院，1～42．  

26）秩父南東組合文番．  

27）埼玉県蚕糸業協会稲（1962）：『埼玉県東糸紫史』  

453ページ．  

28）前掲2），841～846に記載されている「武蔵野囲秩  

父郡大宮郷戸籍より（商ニI‾二紫関係者抜粋）」を元に  

作成した．この大宮郷戸籍は明治5年の壬申戸籍  

より以前のものであか），作成主体などは確認でき  

ない．明治3年の時点で大宮郷の総世常数は773世  

帯であった．  

29）正確には「他所為稼来任」者のすべてが，他拘・  

他所商人から構成されていたとはいえない．しか  

し，あきらかに他国商人と判断される者も，「他所  

為稼来任」者に含まれていることから，ここでは「他  

所為稼来任」者を他国・他所商人とみなした．  

30）明治4年の「三峰山道申記図絵」（佐倉市教育委貝  

会（1978）：『佐倉文庫第四集三峰山道中記絵図』  

より）には，佐禽の吉田徳兵衛ら7名が，秩父大宮  

の井上茂十郎方に三峰山に登る前と，参詣後に投  

宿したことが記されている，とくに下山後の投宿  

では，「御山祝い」と称して宴を張ったことが述べ  

られ，秩父大宮での娯楽・遊興も三峰山参詣にと  

もなって盛んに行われていたことが窺える．  

31）秩父大宮に近い定峰村では近世から木炭の生産が  

盛んであり，明治期にも秩父大宮の薪炭問屋に出  

荷していた記録がある．  

32）前掲27），447ページ．  

33）前掲27），442ページほか．  

34）大森家と柿原家は，近世期，忍藩の御用達とな－），  

大富陣擬の財政にも深く関与していた．前掲27），  

448ページほか．  

35）明治20年代以降，秩父大層を中心に秩父盆地で生  

産された玉糸や撚糸を原料とする柄物の絹織物を  

秩父銘仙と総称した．  

36）聞き取りによれば，上町のうち，現在の浦和地方  

裁判所秩父支部より南側に機樺が多く，明治期か  

ら人正朔に創業を妬めたとこ7）が多いという．現  

在ではその多くが廃寮してお㌢），・部の織物l」蕩  

だけが残っている．  

37）規在の宮側町は秩父鉄道の秩父駅を丹心に匝．両班  

理が行われている．狛由j整理が子」j・われる1リ、糾ま，  

冨側町の街路は本町などよりも狭く．市敵地とし  

ては中心の薬療地【葺から外れていた．  

38仁平成5牢（1993）に小野田セメントと合併し槻在の  

社名は秩父小野田セメントである．  

39）失尾家の当主ほ代々13～14歳で秩父人宮の太極に  

勤め，結婚を礫に近江に尻り，ニ主三人として糾二  

度秩父を訪れることが多かったようである．矢尾  

新之助崩（1972）：『温故躯録』，98ページ．  

40）前掲39）．25～26．  

41）失尾家は支店での酒造を行うにあたって，必要に  

応じて杜氏の冊止も子J二っていた．近世の例ではな  

いが．明治17年汀輔車に児玉那の倉林太郎兵衛ん  

に中朝城郡の金r瀾吉を酒造人として細介し，そ  

の保誠人に矢履利兵蘭がなっている．  

42）ここでいう見世は店舗としての食味ではなく，現  

在の小境・卸売部門を指している．  

43J質を中心とした金銭瀾付菓に投下きれた饗金の絵  

額が判明しないので，正確な利潤率は計簡できな  

い．  

44）太一壷百餅店所感‾丈軌「明瀦沌引合番卒 公用落類之  

控」．  

45）商l：省（1926j：訂内地屯乳臥猫町汁判断牒・）』   

（1979復刻，『近代円本商品流通史東料第13巻』，Fl  

本経済評論社）．  

46）ここに集計されているのは給与を受けていた従華  

員だけであり．いわば幹部社員というペき存在で  

ある．そのためこの中には，丁稚奉公として入っ  

ていた者や，酒造だけにかかわった蔵人などは集  

計されていないと考えられる．  

47）大正3年から6年にかけての亜役会議録に氏名の  

紀戦がある者を重役待遇とした．  
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48）聞き取りによれば，社員を滋賀県から補充するや  49）河野敬一（1993）：地方商業都市における商家同族  

り方は，琵琶湖周辺に電子工場などが進出し，滋  団の地域的展開と変質一長野県小諸の柳田茂十郎   

賀県での労働力事情が大きく変化した昭和40年代  商店を事例として－，文部省科学研究費（総合A）  

まで続いた．現在では，秩父出身者を中心に採用  報告者『日本近代化の地域的展開に関する基礎的  

している．  研究』，63～85．  
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